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☆救急車は限りある医療資源です☆ 
全国的に救急件数は増加しており、本当に必要な人に救急

車が出動できない事があります。 

１１９番の要請を受けると、一番近い救急車が出動しますが 

近くにあるはずの救急車が出動している場合は、遠方にある

別の救急車が出動することになり、現場への到着に時間を要 

し、救える命が救えなくなる場合があります。 

この運動は、火災が発生しやすい季節を迎えるにあたり、火災予防思想の一層の普

及を図り、火災の発生を防止し、高齢者を中心とする犠牲者の発生を減少させるととも

に、財産の損失を防ぐことを目的としています。 

実施期間：平成２８年１１月９日（水）～１１月１５日（火） 

秋の全国火災予防運動を実施します  
防火標語：「消しましょう その火その時 その場所で」 

救急車の適正な利用のお願い 
 

１ 防火パレード 

・実施日時：平成２８年１１月９日（水） 

１０時３０分～１１時３０分 

・実施場所：福島市置賜町地内 吾妻通り  

・実施内容：さくら幼稚園の園児による防火パレード 

・協力機関：（一社）福島県消防設備協会、 

          福島南ロータリークラブ 

  

２ 大規模建物火災防ぎょ訓練 

・訓練日時：平成２８年１１月９日（水）  

１３時３０分～１５時００分 

・訓練場所：学校法人東稜学園 福島東稜高等学校 

（福島市山居上３） 

・参加機関：学校法人東稜学園 福島東稜高等学校 

福島市消防本部、福島消防署 

福島市消防団第３分団 

・訓練内容：地震災害対応訓練 

        避難訓練、消火訓練、救護訓練 

        火災防ぎょ訓練 
  

平成２７年度防火パレード 

主 な 行 事 

平成２７年度火災防ぎょ訓練 

訓練場所：日東紡績福島工場 

☆次のような症状がある場合は迷わず救急車を呼びましょう☆ 
   ・言葉が出にくい。突然片方の手足に力が入らない。 

   ・胸が締め付けられるように痛い。 

   ・頭が割れるような痛み。経験したことがない痛み。 

・息苦しい。呼吸がしにくい。 

・意識がない。けいれんを起こしている。 



 

 

 

 

◎違反対象物の公表制度とは 

建物の利用者自らがその危険性に関する情報を入手し、建物を利用する際の選択・判断ができるよ

う、消防機関が立入検査で重大な消防法令違反を確認した場合、その違反内容等をホームページで公

表する制度です。 

◎公表の対象となる建物は 

飲食店、百貨店、ホテルなど不特定多数の方が利用する建物や、病院・社会福祉施設などの一人で

避難することが困難な方が利用する建物（特定防火対象物）です。 

◎公表の対象となる違反は 

     

  

 ◎公表の手続き及び公表の方法は 

立入検査の結果を通知した日から３０日を経過しても、なお、公表の対象となる消防法令違反の是

正が認められない場合、福島市消防本部のホームページに建物の名称、所在地、違反内容を掲載しま

す。 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

消防本部ではホームページを開設しています。消防情報・救命処置・緊急休日診   ＱＲコード 

療当番医など豊富な情報が盛りだくさんです。ぜひ、アクセスしてみてください。         

ふくしまケイタイウェブ http://www.city.fukushima.fukushima.jp/f/ 

                                               

福島市消防本部の各消防署、分署、出張所は２４時間の二交替制で職員が勤務にあたっています。 

朝、出勤し前日勤務の職員から業務の引継ぎを行い、８時３０分に勤務交替をして勤務する職員が入れ替

わります。 

朝のミーティングを実施し、９時から消防無線のテスト交信、ポンプ車などの始動点検を行い、車両や積載

品の点検を行います。通常の業務は、消防訓練、届出対応などの事務整理、対象物（ビルなど）の立ち入り検

査や訓練指導などを行っています。 

平成２９年１０月１日から違反対象物の公表制度が始まります。 

福 島 消 防 署 小 学 生 親 子 体 験 教 室 を 開 催 し ま す ！      

・日   時：平成２８年１１月２０日（日） ９時００分～１２時００分 

・場   所：福島消防署（福島市天神町１４番２５号） 

・募集人員：小学生親子約２０組（先着順）受講無料 

・応募方法：平成２８年１１月１日から電話にて受付け開始 

        （午前９時００分～午後５時００分まで） 

福島消防署 ☎０２４－５３４－９１０５ 

・内   容：①親子応急手当 

        ②はしご車、消防車との記念写真撮影 

        ③放水体験、煙体験 

  

[文書の引用文や注目すべき箇所の要約を入力して

ください。テキスト ボックスは文書のどの位置にも

配置できます。抜粋用テキスト ボックスの書式を変

更するには、[描画ツール] タブを使用します。] 

スプリンクラー設備 自動火災報知設備 

・屋内消火栓設備の未設置 

・スプリンクラー設備の未設置 

・自動火災報知設備の未設置 

― 消 防 コ ラ ム －  「 消 防 署 の 一 日 」 

夜間は１８時から車両の点検、その後夕食、夕食は職員が手分けして料理したりしてい

ます。その後２２時まで執務時間となり、２２時から朝の６時まで仮眠時間となりますが、

その間に職員が２時間ずつ事務所で夜間勤務をしています。 

起床後、朝の事務処理、掃除、業務の引継ぎなどを行い勤務の終了となります。 

※イメージ 

屋内消火栓設備 

http://www.city.fukushima.fukushima.jp/f/

